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お
住
ま
い
の
自
治
体
以
外
の
「
ふ

る
さ
と
」
に
、
貢
献
や
応
援
を
し
た

い
と
い
う
納
税
者
の
思
い
を
実
現
す

る
た
め
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に

対
す
る
寄
附
金
控
除
が
大
幅
に
拡
充

さ
れ
ま
し
た
。（
表
１
）

適
用
年
度
●　
平
成
20
年
1
月
1

日
以
後
に
５
千
円
を
超
え
る
金
額
を

寄
附
を
し
た
場
合
、
平
成
21
年
度
課

税
の
市
・
県
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま

す
。

計
算
例
●　
所
得
税
率
10
％
、
市
・

県
民
税
の
所
得
割
29
万
３
千
５
０
０

円
の
人
が
、「
ふ
る
さ
と
」
の
市
町

村
に
４
万
円
の
寄
附
を
し
た
場
合
の

控
除
額
は
、
左
の
図
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

控
除
を
受
け
る
に
は
●　
寄
附
金

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申

告
（
住
民
税
申
告
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
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ふ
る
さ
と
納
税
制
度
●　

　

今
回
の
改
正
で
新
た
に
創
設
さ
れ

た
特
例
控
除
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

安
曇
野
市
で
も
、
こ
の
制
度
を
活

用
し
た
「
安
曇
野
ふ
る
さ
と
寄
附
」

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
寄
附
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
広
報
あ
づ
み
の
7

月
号
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
総
務
部
総
務
課
（

71
・
２
０
０
０
、
71
・
５
０
０
０
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

納
期
の
度
に
金
融
機
関
な
ど
へ
出

向
く
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
、
ま

た
、
今
ま
で
年
４
回
だ
っ
た
納
期
が

６
回
に
な
る
こ
と
で
、
１
回
あ
た
り

の
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る
な
ど
、
納

税
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
結
果
、

市
・
県
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
す
る
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
●

　

市
・
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
う

ち
、
65
歳
以
上
の
老
齢
基
礎
年
金
等

公
的
年
金
の
受
給
者
。た
だ
し
、公
的

年
金
の
年
額
が
18
万
円
未
満
の
人
、

公
的
年
金
に
か
か
わ
る
市
・
県
民
税

額
が
公
的
年
金
の
年
額
を
超
え
る
人

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

天
引
き
さ
れ
る
税
額
●

　

公
的
年
金
に
か
か
わ
る
分
の
所
得

割
額
お
よ
び
均
等
割
の
額

実
施
時
期
●

　

平
成
21
年
10
月
支
給
分
か
ら
開
始

さ
れ
ま
す
。

　

証
券
市
場
へ
の
積
極
的
な
参
加
を

促
進
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い

た
、
個
人
の
証
券
投
資
に
対
す
る
税

制
上
の
優
遇
措
置
（
軽
減
税
率
）
が
、

平
成
20
年
12
月
31
日
を
も
っ
て
終
了

と
な
り
ま
す
。（
表
２
）

適
用
年
度
●

　

平
成
21
年
1
月
1
日
以
降
の
配
当
、

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、
平
成
22
年
度

課
税
の
市
・
県
民
税
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

経
過
措
置
●

　

円
滑
に
新
制
度
へ
移
行
す
る
た
め

の
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
21
、
22

年
分
（
市
・
県
民
税
の
課
税
年
度
は

平
成
22
、
23
年
度
）
の
配
当
所
得
の

う
ち
１
０
０
万
円
以
下
の
部
分
と
、

譲
渡
所
得
の
う
ち
５
０
０
万
円
以
下

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
豊
科
総
合
支
所
内
総
務
部

　

市
民
税
課

　
（
72・３
１
１
１ 

72・８
３
４
０
）

1

上場株式等の
取引をされている人
軽減税率が終了します

65 歳以上で公的年金を
受給されている人
市・県民税の年金からの
天引きが始まります

「ふるさと」に寄附をされた人
寄附金控除の枠が広がります

寄
附
金
控
除　
が
拡
充
さ
れ
ま
す

市・県民税の税制改正

今後、適用となる変更点は？
平成 20 年度税制改正により、
今後適用となる市・県民税の主な変更点をお知らせします。

表 1：寄附金控除の改正

図：４万円を寄附した場合の計算例

改正前 改正後

対象の寄附金
（1）地方公共団体に対する寄附金
（2）住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
（3）住所地の日本赤十字社の支部に対する寄附金

控除対象額 10 万円を超える金額
（上限は総所得金額等の 25％）

5 千円を超える金額
（上限は総所得金額等の 30％）

基本控除額 「寄附金の合計額－ 10 万円」
を所得控除

「（寄附金の合計額－ 5 千円）× 10％」を
税額控除

特例控除額
（ふるさと納税） なし

「（地方公共団体に対する寄附金－5千円）×
（90％－寄附者の所得税率）」を税額控除
（上限は所得割の 10％）

寄附金　4 万円

対象外 5,000 円　→ 　 寄附控除対象　3 万 5,000 円

　

所得税での控除 3,500 円　→
（3 万 5,000 円× 10％） 　 市・県民税の税額控除

3 万 1,500 円

基本控除額 3,500 円
（3 万 5,000 円× 10％）

特例控除額　2万8,000円
（3万5,000円×（90-10）％）

市
・
県
民
税
の

公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き　
が
始
ま
り
ま
す

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
、

譲
渡
所
得
の
税
率　
が
変
わ
り
ま
す

市・県民税 所得税

平成 20年
12 月 31 日まで 3％ 7％

平成 21年
1月 1日以降 5％ 15％

表 2：上場株式等の配当・譲渡所得の税率
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